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款 ３． 項 １．

補正額(千円)

１． 257,500 【事業内容】

  エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民

税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金の対象とな

らない低所得者世帯（令和５年度住民税均等割のみ課税世帯）に

対し、１世帯あたり10万円の給付金を支給する。

　併せて、子育て世帯への加算として、住民税非課税世帯及び均

等割のみ課税世帯において扶養されている18歳以下の児童１人当

たり５万円を支給する。

【補正理由】

　物価高騰に直面する低所得世帯に対し、経済的支援を行うため

給付金の支給に必要な経費を計上するもの。

【積算根拠】

　・低所得者支援給付金

　　内　訳

　　①　住民税均等割のみ課税世帯

　　（対象世帯：1,500世帯×100千円）

　　②　こども加算

　　　対象児童数

　　　非課税世帯：1,500人×50千円

　　　均等割のみ課税世帯：500人×50千円

　・給付金システム作成業務委託料

　・給付金確認書等発送業務委託料

　・事務費（印刷製本費、郵便料、振込手数料等）

千円

400

2,700

150,000

100,000

4,400

社 会 福 祉 低 所 得 者 支 援

総 務 費

【物価高騰対策】

250,000

給付金支給事業

［ 新 規 ］
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